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はじめに 自治会とは 
 自治会は、住みやすく豊かな地域づくりを実現するため、地域住民によって自主的に結成された自治組織で

あり、地域における様々な課題解決に取り組みながら、地域住民の安全・安心な環境を築くため、重要な役割

を果たしています。住みよいまちの実現のために、各自治会において様々な活動や行事が行われています。 

 

＜活動の一例＞ 

環境美化・ゴミステーションの管

理 
道路や公園などの清掃活動、ごみ集積所の管理 など 

支え合い活動 子どもたちの通学の見守り活動 など 

親睦・レクリエーション活動 お祭りやスポーツなど、季節ごとのイベント など 

災害時の助け合い・防災訓練 防災訓練、訓練を活かした安否確認などの助け合い活動 など 

防犯活動 地域見守りパトロール、啓発活動 など 

市からの情報発信 広報紙や回覧・配付文書の配付 など 

 

 

第１章 自治会へのお願い ※本編Ｐ８～１７ 
 市では、自治会に対して、広報紙や回覧文書等の配付、自治会規約の整備、自治会要望の提出、自主防災組

織の編成、安否確認シートの配付などをお願いしています。 

 

○自治会要望の概要 

 自治会要望 情報の提供 

対象となる内容 

・今ある施設の機能向上 

・新たに設備を設置すること 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    

・施設や設備の破損を発見した場合 

 

 

 

 

 

誰が 自治会長 発見した人 

流れ 

自治会員から要望事案の連絡を受ける 

   ↓ 

要望内容の確認 

   ↓ 

連絡所へ要望事項の伝達・要望書の提出 

   ↓ 

市担当課により対応検討・回答・対応 

   ↓ 

市からの回答・対応結果の報告 

連絡所や担当課へ情報提供する 

 

※緊急性に応じて対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例） 

「道路を拡幅してほしい」 

「防犯灯を設置してほしい」 

（例） 

「道路が陥没し危険」 

「側溝の蓋が割れていて危険」 

「防犯灯が故障している」 
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第２章 美濃加茂市自治連合会 ※本編Ｐ１８～２３ 
○自治連合会 

各自治会長で構成され、理事会は各地区の自治会長から選出された８名で組織されています。 

 

○自治会加入率 

 美濃加茂市の自治会加入率は、令和６年４月１日時点で５０．６１％となっています。 

 アパートの世帯や世帯分離していると思われる世帯を除くと、自治会加入率は７８．５６％となりました

（令和５年度の数値で算出）。 

 

 

第３章 自治会活動に対する補助・支援 ※本編Ｐ２４～４１ 
市では、自治会活動に対して、様々な支援制度があります。 

主なものは、次のとおりです。本編では全て掲載しておりますので、ご一読ください。 

 

 

○自治会活動や施設に対する主な支援（本編Ｐ２６～３３、Ｐ４１） 

補助・支援名 概要 

自治会活動保険 
保険に加入し、自治会活動、自治会行事において発生した事故によ

り、自治会もしくは自治会員が被る損害に対し、保険金を支払う。 

自治コミュニティ施設整備補助金 
自治コミュニティ施設を新築（改築）、増築若しくは修理又は建設用

地を取得する場合に、その経費を補助する。 

施設使用料の減免 
自治会活動での利用で、生涯学習センター、各地区交流センター、東

図書館、かも～る（文化会館）、文化の森、プラザちゅうたい及び運

動施設等、市の施設利用料を減免する。 

 

 

○ごみ集積所に関する主な支援（本編Ｐ３３，３４） 

補助・支援名 概要 

市指定ごみ収集袋の支給 
自治会を対象に、ごみ集積所に不適正に出されたごみを処理するため

に必要なごみ収集袋（数量制限あり）を支給する。 

ごみ集積所管理にかかる報償費 
自治会に対して、ごみ集積所の維持管理をしていただくために、報償

費を支払う。 

ごみ集積所設置等補助金 
自治会に対して、ごみ集積所の設置、改修、移設や、監視カメラ購入等

必要な経費に対し、補助金を支給する。 

 

 

〇環境整備に関する主な支援（本編Ｐ３４，３５） 

補助・支援名 概要 

機器等の貸し出し 
自治会の清掃活動等で使用できるよう、草刈機、側溝のボルトはずし

機、側溝蓋上げ機、ブロワーなど備品の貸し出しを行う。 
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○防犯・防災に関する主な支援（本編Ｐ３８～４０） 

補助・支援名 概要 

自主防災事業補助金 
防災意識の高揚及び防災体制の万全を期すため、自主防災組織等が行

う防災訓練及び防災施設の整備に対して補助金を交付する。 

防犯活動事業補助金 
自主的に防犯活動を実施する団体に対して防犯活動に必要な物品の購

入に係る費用の一部を補助する。 

 

 

第４章 自主防災組織 ※本編Ｐ４２～４５ 
 平常時から、防災資機材の整備や防災訓練を実施しておくことが大切です。 

 自治会の役員が自主防災組織の役員を兼ねている場合など、それぞれの役割を明確にし、引き継ぎをしてお

く必要があります。 

 本編では、防災訓練・防災器具庫の整備、ハザードマップや防災ラジオ、消防団、防災行政無線、指定避難

所・指定緊急避難場所一覧についても掲載しています。 

 

 

第５章 認可地縁団体 ※本編Ｐ４６、４７ 
 認可地縁団体とは、地域的な共同活動を円滑に行うことを目的とした、法人格を持った自治会のことです。

認可地縁団体になると、団体の名義で不動産を保有することができます。 

 本編では、認可申請に係る手続などについて掲載しています。 

 

 

第６章 自治会活動と各種団体 ※本編Ｐ４８～５４ 
 本編では、自治会活動と関連の深い団体を掲載しています。 

 

 

第７章 主な公共施設一覧 ※本編Ｐ５５ 
 本編では、市内にある主な公共施設名と住所、電話番号を掲載しています。 

 

 

第８章 美濃加茂市メール配信サービス・防災アプリ  

※本編Ｐ５６、５７ 
 美濃加茂市メール配信サービス「すぐメールみのかも」では、市政情報、イベント情報、防犯・防災情報、

子育て情報などの暮らしに役立つ情報をメール配信しています。 

 防災アプリでは、災害時に市が発信する緊急情報、防災行政無線から放送された内容、安否情報の登録・検

索、防災マップ、気象情報や警報・注意報などの情報が確認できます。 

 本編では、それぞれの登録方法などを掲載しています。 
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『くらし』の安全・防犯・防災・環境 

自治会は、皆さんにとって身近な地域コミュニティです。 

  その果たす機能には、防災をはじめとして、福祉や冠婚葬祭などの生活に関する相互扶助、伝統文化の維

持や環境保全などがあります。また、それぞれの地域ごとで異なる課題解決に向けて、個人・家庭の枠では

なく、皆さんで協力しないと実施できないような対応や取り組みの主体となっています。 

それらの活動を通じ、皆さんの『くらし』の中に安心や安全、また人々の絆を生み出し、そこで人づくり

やまちづくり、地域づくりが図られる大切な場所だと思います。 

人々の考え方や生活環境の変化に伴い、自治会の形態や役割などが変化している現状もありますが、美濃

加茂市が推進する市民協働によるまちづくりにおいて、自治会はその中心として欠かせないものと捉えてお

りますので、今後も自治会の発展を推進していきます。 

  

■自治会への配付文書・回覧文書 

自治会長のみなさまには、月１回の広報紙に合わせた文書の配付・回覧をお願いしています。また、工事

に伴う緊急的な案内についても配付させていただいております。 

市では、配付にともなう負担を減らすため、審査会を設け配付文書・回覧文書について審査しています。 

自治会のみなさまにさまざまな情報をお知らせするために回覧等の紙媒体だけでなく、ホームページやすぐ

メールみのかも、その他の周知方法も活用していきますので、ご理解いただきますようお願いします。 

 

■自治会規約（会則）の整備のお願い 

市で加入している自治会活動保険は、自治会活動による事故等に対し補償するものです。そのため、自治 

会規約（会則）の目的に活動内容を載せることで、自治会で承認された活動と考えられ、保険適用の幅が

広がりますので、自治会規約（会則）の整備をお願いします。 

規約例（９～１２ページ）を載せますので、参考にしていただき、地域に応じた規約（会則）や組織構

成を定めてください。 

なお、認可地縁団体の場合、さらに詳細な規約（会則）が必要になる場合があります。詳しくは認可地

縁団体のページ（４６、４７ページ）に、申請についての説明が載せてありますのでご覧ください。 

※自治会活動に活用できるテンプレート集（市ＨＰ） 

自治会規約、事業計画書、予算書、決算書等のテンプレートが 

掲載されておりますので、ぜひご活用ください。（※右の二次元コードを参照） 

第１章 自治会へのお願い 
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（例）  ○○○○会規約（会則） 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 本会は、次に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資するこ

とを目的とする。 

 (1) 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

 (2) 美化・清掃等区域内の環境の整備 

 (3) 集会施設の維持管理 

 (4) スポーツ、文化活動、社会福祉活動等による会員相互の親睦 

(5) 災害及び自主防災に関する活動 

(6) 地域住民の安心安全を守る活動 

(7) まちづくり活動 

(8) その他目的達成のための事業の推進 

 

 （名称） 

第２条 本会は、○○○自治会と称する。 
 

 （区域） 

第３条 本会の区域は、美濃加茂市○○町△△番から□□番までの区域とする。 
 

 （事務所） 

第４条 本会の事務所は、岐阜県美濃加茂市○○町△△番地に置く。 

 

   第２章 会員 

 （会員） 

第５条 本会の会員は、第３条に定める区域に住所を有する個人とする。 
 

 （会費） 

第６条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 
 

 （入会） 

第７条 第３条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、○○（例：細則など）に定める入
会申込書を会長に提出しなければならない。 

２ 本会は、前項の入会の申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。 
 

 （退会等） 

第８条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には退会したものとする。 

 (1) 第３条に定める区域内に住所を有しなくなった場合 

 (2) ○○（例：細則など）に定める退会届を会長に提出した場合 

２ 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けたときは、会員の資格を喪失する。 

 

第３章 役員 

 （役員の種別） 

第９条 本会に次の役員を置く。 

 (1) 会長 １人 

 (2) 副会長 ○人 

 (3) 会計 ○人 

 (4) その他の役員 ○人 

 (5) 監事 ○人 
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 （役員の選任） 

第１０条 役員は、総会において、会員の中から選任する。 

２ 監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。 

 

 （役員の職務） 

第１１条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。 

３ 会計は、会の会計を担当する。 

４ 監事は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。 
 (2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。 
 (3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。 
 (4) 前号の報告をするため必要があると認めるときは総会の開催を請求すること。 
 

 （役員の任期） 

第１２条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 

 

   第４章 総会 

 （総会の種別） 

第１３条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 

 （総会の構成） 

第１４条 総会は、会員をもって構成する。 
 

 （総会の機能） 

第１５条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 
 

 （総会の開催） 

第１６条 通常総会は、毎年度決算終了後○箇月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

 (1) 会長が必要と認めたとき。 

 (2) 総会員の５分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 
 (3) 第１１条第４項第４号の規定により監事から開催の請求があったとき。 
 

  （総会の招集） 

第１７条 総会は、会長が招集する。 

２ 会長は、前条第２項第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から○日以内に臨
時総会を招集しなければならない。 

 

 （総会の議長） 

第１８条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 
 

 （総会の定足数） 

第１９条 総会は、全会員の２分の１以上の出席がなければ、開会することができない。 
 

 （総会の議決） 

第２０条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。 
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 （会員の議決権） 

第２１条 会員は、総会において、それぞれ１つの表決権を有する。 
 

 （総会の書面表決等） 

第２２条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表
決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。 

 

 （総会の議事録） 

第２３条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

 (1) 日時及び場所 

 (2) 会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む。） 

 (3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

 (4) 議事の経過の概要及びその結果 

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議に選任された議事録署名人○名以上が署名押印をしなければならない。 

 

   第５章 資産及び会計 

 （資産の構成） 

第２４条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

 (1) 会費 

 (2) 活動に伴う収入 

 (3) その他の収入 
  

 （資産の管理） 

第２５条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。 
 

 （資産の処分） 

第２６条 本会の資産で第２４条第１号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処分し、又は担保に供す
る場合には、総会において○分の△以上の議決を要する。 

 

 （経費の支弁） 

第２７条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 
 

 （事業計画及び予算） 

第２８条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場
合も、同様とする。 

 

 （事業報告及び決算） 

第２９条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受
け、毎会計年度終了後３月以内に総会の承認を受けなければならない。 

 

 （会計年度） 

第３０条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、３月３１日に終わる。 

 

   第６章 規約の変更及び解散 

 （規約の変更） 

第３１条 この規約は、総会において総会員の４分の３以上の議決を得なければ変更することができない。 
 
 （解散） 

第３２条 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得なければならない。 
 

 （残余財産の処分） 
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第３３条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の○分の△以上の議決を得て、本会と類似の

目的を有する団体に寄付するものとする。 

 

   第７章 雑則 

 （備付け帳簿及び書類） 

第３４条 本会の事務所には、規約、会員名簿、総会及び役員 会の議事録、収支に関する帳簿その他必要な帳簿及
び書類を備えておかなければならない。 

 

 （委任） 

第３５条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を経て、○○が別に定める。 

 

   附 則 

１ この規約は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から施行する。 
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■自治会要望の提出 

  令和３年度から、自治会要望の方法が以下のとおり変わりました。 

 

 

 

 

    年１回の定期要望を行わず、年間を通して要望が行えるようになりました。 

 

〇自治会要望 

「道路を拡幅してほしい」など今ある施設の機能を向上させることや、「防犯灯を設置してほしい」な

ど新たに設備を設置することを、自治会から市に対して要望するものです。 

自治会長は、自治会内においてこのような事案があった場合に、連絡所へ要望内容を伝えてくださ

い。連絡所で要望書を作成し市へ提出します。 

    要望事項は担当課で検討し、連絡所長を通して自治会長へ回答します。なお、国や県へ要望する必要

のあるものは、市長から国、県へ要望活動を実施します。 

 

＜自治会長がおこなう自治会要望の手順＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〇情報の提供 

   「道路が陥没し危険」、「側溝の蓋が割れていて危険」、「防犯灯の故障」など、施設や設備の破損を

発見した場合は、気づいた人により（自治会長を通した「要望」として取り扱う必要はありません）連

絡所や担当課へ情報提供として連絡してください。状況を確認し、緊急性に応じて対応します。 

自治会員から要望事案の連絡を受ける 
「道路を拡幅してほしい」、「防犯灯を設置し

てほしい」など、自治会員から連絡を受けます 

要望内容の確認 
・場所（何処にある、何か）※現場写真 

・どんなことに困っているのか 

・どのように変えることを希望しているか 

連絡所へ要望事項の伝達・提出 

市担当課により対応検討・回答・対応 

市からの回答受け取り 

連絡所長へ要望内容を伝え、要望書を作成 

連絡所を通して市へ要望書を提出します 

連絡所を通して、市担当課からの回答を受け取りま

す。要望事項や回答、対応については、市、連絡

所、自治会において共通の情報として管理します 

令和３年度から 

自治会要望 

（年間通して要望可） 

令和２年度まで 

自治会要望 

（年度要望） 

（年１回の定期要望） 

自治会要望 

（随時要望） 

（年間通して要望可） 
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■自主防災組織の編成のお願い 

 市では、各自治会に自主防災組織を編成いただくようお願いしております。これは、地域をよく知り、

いざという時に迅速に現場対応ができる特性を生かし、平素から役割分担を明確にし、協力し合い行動す

ることで、災害による被害を予防し、軽減を図ることができるからです。 

毎年、役員が交代するときは引き継ぎをお願いし、役割分担を明確にするなど、いざという時に備えて

ください。 

【連絡先】総務部 防災安全課 防災係  電話：２５－２１１１（内線２７２） 

 

■安否確認シートの配付のお願い 

  平成２７年１０月から、市自治連合会では、「安否確認シート」を自治会加入している世帯に配付して

います。このシートは、災害時や防災訓練時において、自分や家族の安全を周囲に伝えるものとして、自

治会において自治会員の安否確認にご活用いただけるものです。 

自治会長のみなさまには、転入や転居により新しく自治会に加入されるご家庭に、随時「安否確認シー

ト」を配付していただき、災害時や防災訓練などでのご使用方法についてもお伝えいただきますようお願

いします。 

安否確認シートが必要な場合は、各連絡所またはまちづくり課へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   【連絡先】市民協働部まちづくり課 電話：２５－２１１１（内線３６２）または各連絡所 

 

■自治会公民館などの上下水道料金に関する通知の送付先変更について 

  自治会公民館など、各自治会で管理されている上下水道に関する通知の送付先は、「お客さま番号」を

お伝え頂ければ、電話での変更が可能です。 

送付先の変更を希望されるときは、お客さま番号がわかるもの（検針票またはお知らせハガキ）をご用

意の上、下記までご連絡ください。 

【連絡先】建設水道部 上下水道課 電話：２８－１１３２（直通） 

※避難行動要支援者の方の中には、 

フラッグ（右）が福祉課から 

配布されている方がいます。 

＜安否確認シート＞ 
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■個人情報保護法の改正により自治会で注意すること 

自治会には、個人情報保護法が適用されますので、個人情報の取り扱いに十分注意してください。 

また、自治会活動の中で会員名簿を作成する場合があると思いますが、作成の際は自治会内で十分協議

し、自治会員の理解・賛同を得たうえで作成してください。 

【個人情報を集める、保管するときのルール】 

タイミング ルール 自治会での具体的な対応例 

個人情報を集める前  
個人情報の利用目的をあらかじ

め特定します。 

「自治会等の運営、親睦、連絡事項等やこれに付随

する事業を行うため、会員名簿を作成し、名簿に記

載される会員に対して配布する」などと利用目的を

特定する必要があります。 

個人情報を集めると

き  

本人から書面で個人情報を取得

する場合には、本人に対して利

用目的を明示します。 

個人情報を集める際に配布する用紙に、上記の利用

目的を記載する必要があります。 

個人情報を保管して

いるとき 

集めた個人情報の漏えい防止の

ために適切な措置を講じます。 

自治会の事務局において盗難・紛失等のないよう適

切に管理する必要があります。また、名簿の配布先

の会員に対して、盗難や紛失、転売の禁止などの注

意を呼びかけることも必要です。 

集めた個人情報の内容に誤りが

あった場合に、訂正するための

手続の方法等を本人の知り得る

状態におき、請求に応じて訂正

します。 

個人情報を集めるときに配布する書面に、訂正等に

関する問い合わせ先等を記載し、本人から内容の訂

正を求められた場合、適切に対応する必要がありま

す。 

 

【個人情報を第三者に提供するときのルール】 

するべきこと 内   容 自治会で名簿を作成して配布する場合の例 

本人の同意の取得 

本人以外の者に個人情報を提供す

る場合はあらかじめ本人の同意を

得ます。ただし、以下のような場

合は除きます。 

 

・法令に基づく場合 

・人の生命、財産を守る場合 

・委託先に提供する場合 

「名簿に掲載される会員に対して配布するため」と

伝えた上で、任意に個人情報を提出してもらえば、

同意を得たことになります。また、以下の場合は同

意を得なくても会員以外に名簿を提供できます。 

 

・警察からの照会 

・災害発生時の安否確認 

・会員名簿の印刷を業者に委託する場合 

提供に関する記録義

務 

提供先などを記録し、一定期間保

管をします。 

名簿に配布先の会員名等が記載されているため、名

簿そのものを一定期間保管する必要があります。 

委託先の監督 
個人情報を委託先に提供する場合

は適切な監督を行います。 

名簿の印刷を業者に委託する場合、委託先をしっか

りと選定し、個人情報の適切な管理を実施すること

について確認する必要があります。（情報の持ち出

し禁止、委託された業務以外の利用禁止、返却・廃

棄等の事項を記載した書面を渡すなど） 
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■自治会資料の印刷について 

市役所及び連絡所では、自治会の総会等の資料の印刷は対応していません。 

総会等の資料の印刷をする場合は、市内の印刷を取り扱っている事業所がございますので、お問い合わ

せください。 

   【連絡先】市民協働部まちづくり課 電話：２５－２１１１（内線３６２） 

 

■ごみ集積所について 

ごみの収集に関しては地区ごとの集積所で排出いただいています。 

この集積所は「ここに集積所が必要」という地元自治会からの申請で、市が収集業者に回収の可否を確

認の上、設置を許可しているものとなります。そのため、管理は自治会で行っていただき、市は管理に必

要な備品の購入費を助成しております。集積場の利用対象者は区域内の住民、住家の管理者、管理者の承

諾を得た方です。 

最近では、自治会の役員になる方が、お勤めをされているケースが増えてまいりました。そのため、集

積所の管理が難しくなっているというお話を聞いています。また、通りすがりの方の不適正排出により集

積所の状態が悪くなっているという相談も増えています。そこで集積所の管理面や廃棄物の削減の観点か

ら、近隣の自治会との集積所の合併による移転もご検討いただけますと幸いです。 

自治会以外の方の利用も増えていますが、利用対象者となりますので、ご承知おきください。 

【連絡先】産業振興部 環境課  電話：２５－２１１１（内線３０３） 

 

■クリーン作戦について 

みのかもクリーン作戦は「まちを美しくする運動推進会議」という自治会長会長を長とした市民団体に

おいて決定をされた清掃日です（現在は自治会長の負担軽減の観点から自治連合会副会長と理事が代表で

参加されています。）市の環境課はそのサポートとして、収集ごみの回収と処分を行っております。その

ためクリーン作戦開催についてのご意向を各自治会に照会しています。クリーン作戦の開催や自治会員の

参加につきましては、自治会単位でお話していただき、皆様のご意向で決めていただいて差し支えござい

ません。 

また、クリーン作戦の日程以外で清掃活動や側溝清掃・草刈を行う場合は開催日の２０日前までに申請

をいただければ回収の手はずを整えます。 

 ◎ごみについて   「地域ごみ清掃」   ：提出先 環境課 

 ◎側溝清掃・除草  「作業実施計画書」  ：提出先 土木課 

【連絡先】産業振興部 環境課  電話：２５－２１１１（内線３０３） 

        建設水道部 土木課       〃    （内線４１４） 
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■開発事業に関する協議について 

市では 1,000 ㎡以上の区画形質の変更(農地等を宅地へ転用、切土や盛土を伴う造成工事など)を伴う事業の

際には、「美濃加茂市開発事業に関する条例及び同施行規則」に基づいて市に対して開発協議の申請が必要と

なります。 

 開発事業により近隣住民の皆様が不安にならないように事業者が自治会に対して開発事業の目的、工事内

容、時期、ごみ集積所、道路などの計画について開発協議の申請前に説明することにしております。その中

で、皆様が不安や疑問に思われることがあればしっかりと相談をしていただきたいと思います。 

 事業者からは開発事業の内容等に関して同意書を求めることとなり、土地建物などの権利関係がなければ絶

対必要というものではありませんが、自治会からの要望がある場合には書面にて記入していただいても結構で

す。 

 また、ごみ集積場の利用が必要となる開発事業につきましては、管理者が自治会ですので、既存利用、新設

など具体的な協議をしていただいて、結果をお示しいただきたいと考えています。 

 なお、条例及び規則につきましては、市ホームページにて公開しておりますので、 

右の二次元コードにてご確認ください。 

【連絡先】建設水道部 都市計画課 電話：２５－２１１１（内線２５４） 
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Ⅱ 美濃加茂市自治連合会とは 
 

■美濃加茂市自治連合会の目的 
各地区における自治会活動の情報を交換し、それぞれの地区に反映させ、住みよいまちづくりの推進について行

うことを目的としています。 

 

■美濃加茂市自治連合会 
美濃加茂市自治連合会は、各自治会長で構成されており、理事会は各地区の自治会長から選出された８名で組織

されています。 
                          

                                                     

  
       

自治連合会 
       

  

  
                        

  

     １６６自治会  ９１７班  １１，９５９世帯（自治会加入世帯） 

  
       

             
  

 
 

   
理事会（各地区自治会長会長８名で構成） 

会長   １名 

副会長  ２名 

監事   １名 

理事   ４名 

 

 

  
          

    
            

  

  
 

                                            
 

  

  太 田 
 

古 井 
 

山之上 
 

蜂 屋 
  

加茂野 
 

伊 深 
 

三 和 
 

下米田   

地 区 地 区 地 区 地 区 
 

地 区 
 

地 区 
 

地 区 
 

地 区   
  

 
  

 
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  単  位 
 

単  位 
 

単  位 
 

単  位 
  

単  位 
 

単  位 
 

単  位 
 

単  位   

自治会 自治会 自治会 自治会 
 

自治会 
 

自治会 
 

自治会 
 

自治会   

自治会数 自治会数 自治会数 自治会数 
 

自治会数 
 

自治会数 
 

自治会数 
 

自治会数   

40 49 11 19 
 

16 
 

8 
 

3 
 

20   

班数 班数 班数 班数 
 

班数 
 

班数 
 

班数 
 

班数   

183 281 73 121 
 

117 
 

24 
 

19 
 

99   

世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 
 

世帯数 
 

世帯数 
 

世帯数 
 

世帯数   

2,219 3,443 563 2,029 
 

1,755 
 

309 
 

164 
 

1,477   
        

 
  

 
  

 
  

 
    

（令和7年4月1日現在）  

 

第２章 美濃加茂市自治連合会 
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■地区別の自治会数 

地区名 太 田 古 井 山之上 蜂 屋 加茂野 伊 深 三 和 下米田 合計 
自治会数 40 49 11 19 16 8 3 20 166 

太 田 地 区 北 一 中 本 町 二 神 明 西 三 伊 瀬 伊 深 地 区 共 進 

深 田 一 北 一 西 元 町 下  石 塚 上 本 郷 新 興 

深 田 二 大 手 町 元 町 上  南 山 下 本 郷 中 西 

下 町 一 西 町 東 森山団地一  正 洞 関 也 中 牧 野 

下 町 二 西 町 南 森山団地二 山之上地区 ナ ビ 蜂 屋 上 切 下 東 

下 町 五 西 町 西 森山団地三 本 地 土 ケ 洞 大 洞 下 西 

下 町 六 西 町 北 一 森山団地四 佐 口 中 部 台 糠 洞 ｹｱﾊｳｽ飛騨川 

中 町 西 町 北 二 川 合 東 一 上 野  野 地 原  

若 宮 一 西 町 中 川 合 東 二 中 之 番  亀 渕  

若 宮 二 前 平 川 合 東 三 金 谷    

若 宮 三  川 合 西 一 西 洞 加茂野地区   

中 町 三  川 合 西 二 南 坂 東 今 泉 三 和 地 区  

本 陣  川 合 西 三 田 畑 西 今 泉 廿 屋  

上 町 古 井 地 区 川 合 西 四 五 徳 鷹 之 巣 一 下 川 浦  

上 本 町 新 池 一 宮 西 一 上 野 台 鷹 之 巣 二 川 浦  

音 羽 町 新 池 二 宮 西 二 森 山 台 鷹 之 巣 三   

栄 町 新 池 三 宮 西 三  鷹 之 巣 四   

桜 新 町 下 組 宮 西 四  市 橋 下米田地区  

港 町 中 組 宮 西 五 蜂 屋 地 区 稲 辺 今  

元 町 相 生 一 清 水 上 則 友 加 茂 野 南 則 光  

八 坂 町 相 生 二 野 笹 下 則 友 加 茂 野 中 信 友  

銀 座 相 生 三 御 門 加 瀬 田 加 茂 野 北 山 本  

波 の 上 京 町 島 島 之 洞 木 野 為 岡  

東 本 町 田 畑 西 西 島 一 広 橋 駅 前 東 栃 井  

旭 町 田 畑 東 西 島 二 引 田 東 橋 上  

万 場 町 巾 下 本 郷 西 島 三 矢 田 加茂野ﾊ ｲ ﾂ 桜 貝 戸  

弥 生 町 末 広 大 楽 東 一 大 仲 寺 ナビタウン 中 屋 敷  

北 町 二 寿 大 楽 東 二 作 り 洞  深 渡  

北 町 三 栄 町 大 楽 西 二 諸 田  長 福  

北 新 町 栄 東 神 明 東 下 東  共 栄  

北 一 東 本 町 一 神 明 西 下 西  共 和  

（令和 7年 4月 1日現在） 
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■自治会加入率 

美濃加茂市の自治会加入率は、令和６年４月１日時点で５０．６１％となっています。この加入率は、

分母が令和６年４月１日付の住民基本台帳に記載された世帯数の数字で、分子が各自治会から報告いただ

いた自治会加入世帯数で計算しています。 

住民基本台帳の世帯数には、１つの同じ住宅に住んでいて、世帯主を分けてみえる世帯（世帯分離）

や、外国人またはアパートに住んでいて、自治会に加入していない方も含まれています。 

そこで、アパートの世帯や世帯分離していると思われる世帯を除くと、自治会加入率は７８．５６％と

なりました（令和６年度の数値で算出）。 

   

   （例）同じ住宅に住んでいて世帯を分けている（世帯分離）場合 

  

                  １世帯 （自治会から報告のある世帯数） 

                                        加入率 ５０％ となります。 

  

 

   

                  ２世帯 （住民基本台帳の世帯数）       

       

 

■３年間の岐阜県下（２１市）の自治会加入率 

             

市 名 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 

岐 阜 市 56.9％  55.4％ 53.7％ 

大 垣 市 75.3％  73.6％ 72.6％ 

高 山 市 63.9％  63.0％ 61.2％ 

多 治 見 市 68.6％  67.0％ 66.1％ 

関 市 68.1％  67.6％ 65.8％ 

中 津 川 市 72.6％  71.3％ 69.7％ 

美 濃 市 81.4％  78.4％ 77.9％ 

瑞 浪 市 65.7％  65.0％ 64.3％ 

羽 島 市 72.3％  71.4％ 70.6％ 

恵 那 市 69.9％  68.6％ 68.0％ 

美 濃 加 茂 市 54.8％  52.5％ 50.6％ 

土 岐 市 68.1％  67.4％ 67.0％ 

各 務 原 市 76.5％  75.3％ 74.3％ 

可 児 市 57.7％  56.5％ 55.0％ 

山 県 市 69.1％  67.4％ 65.6％ 

瑞 穂 市 68.3％  66.9％ 66.2％ 

飛 騨 市 83.6％  83.3％ 82.1％ 

本 巣 市 87.2％  87.8％ 85.5％ 

郡 上 市 89.3％  88.9％ 88.4％ 

下 呂 市 87.7％  87.2％ 81.2％ 

海 津 市 83.1％  82.7％ 81.1％ 

平 均 67.5％  66.2％ 64.8％ 

 

自治会加入世帯 

親の世帯 

子の世帯 
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■３年間の自治会加入率の推移 

 

 

 

 

 

 

■地区別加入率（５年ごとの推移） 

 

  世帯数 
外国人世帯を除

いた世帯数 

外国人 

世帯数 
加入世帯 加入率 

外国人世帯を

除いた加入率 

アパート世帯

や世帯分離世

帯を除いた 

加入率 

R4 23,310 20,918 2,392 12,783 54.84% 61.11% 85.15% 

R5 23,763 21,140  2,623  12,468  52.47% 58.98% 82.10% 

R6 24,193 21,362  2,831  12,244  50.61% 57.32% 78.56% 

 

太田地区 古井地区 

世帯数 

外国人
世帯を

除いた
世帯数 

外国人

世帯数 

加入

世帯 
加入率 

外国人世帯

を除いた加

入率 
世帯数 

外国人
世帯を

除いた
世帯数 

外国人

世帯数 

加入

世帯 
加入率 

外国人世帯

を除いた加

入率 

H26 4,864  4,342  522  2,653  54.54% 61.10% 6,378  5,587  791  3,734  58.54% 66.83% 

H31 5,340  4,620  720  2,581  48.33% 55.87% 6,880  5,998  882  3,773  54.84% 62.90% 

R6 5,543  4,763  780  2,273  41.01% 47.72% 7,477  6,385  1,092  3,520  47.08% 55.13% 
 

            

  

山之上地区 蜂屋地区 

世帯数 

外国人
世帯を

除いた
世帯数 

外国人

世帯数 

加入

世帯 
加入率 

外国人世帯

を除いた加

入率 
世帯数 

外国人
世帯を

除いた
世帯数 

外国人

世帯数 

加入

世帯 
加入率 

外国人世帯

を除いた加

入率 

H26 834  817  17  630  75.54% 77.11% 2,523  2,465  58  1,917  75.98% 77.77% 

H31 857  843  14  729  85.06% 86.48% 2,721  2,644  77  2,021  74.27% 76.44% 

R6 868  850  18  571  65.78% 67.18% 2,891  2,796  95  2,068  71.53% 73.96% 

             

  

加茂野地区 伊深地区 

世帯数 

外国人
世帯を

除いた
世帯数 

外国人

世帯数 

加入

世帯 
加入率 

外国人世帯

を除いた加

入率 
世帯数 

外国人
世帯を

除いた
世帯数 

外国人

世帯数 

加入

世帯 
加入率 

外国人世帯

を除いた加

入率 

H26 3,579  3,241  338  2,028  56.66% 62.57% 409  402  7  332  81.17% 82.59% 

H31 4,022  3,581  441  2,089  51.94% 58.34% 432  426  6  406  93.98% 95.31% 

R6 4,436  3,802  634  1,844  41.57% 48.50% 422  418  4  320  75.83% 76.56% 
 

            

  

三和地区 下米田地区 

世帯数 

外国人

世帯を
除いた
世帯数 

外国人

世帯数 

加入

世帯 
加入率 

外国人世帯

を除いた加

入率 
世帯数 

外国人

世帯を
除いた
世帯数 

外国人 

世帯数 

加入

世帯 
加入率 

外国人世帯

を除いた加

入率 

H26 198  195  3  195  98.48% 100.00% 1,952  1,839  113  1,374  70.39% 74.71% 

H31 202  199  3  197  97.52% 98.99% 2,213  2,047  166  1,459  65.93% 71.28% 

R6 185  182  3  163  88.11% 89.56% 2,371  2,166  205  1,485  62.63% 68.56% 

              数値はいずれも４月１日現在 
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■美濃加茂市自治連合会規約 

 

美 濃 加 茂 市 自 治 連 合 会 規 約                   

 （名称）                                                                     

第１条 本会は、美濃加茂市自治連合会と称す。 

 （事務局） 

第２条 本会の事務局は、美濃加茂市役所内に置く。 

 （構成員） 

第３条 本会は、美濃加茂市の各自治会長をもって組織する。 

 （目的） 

第４条 本会は、各自治会における自治活動について連絡提携を密にし、市政への協力及び民意の反映につと

め、住みよいまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 

（主な事業） 

第５条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 各自治会との連絡協調に関すること。 

（２） 民意の把握及び反映に関すること。 

（３） 市民生活の安全及び福祉の増進に関すること。 

（４） その他本会の目的を達成するに必要な事項に関すること。 

（役員） 

第６条 本会に次の役員を設ける。 

（１） 会長   １名 

（２） 副会長  ２名 

（３） 監事   １名 

（４） 理事  若干名 

 （役員の選任） 

第７条 会長、副会長、監事は、理事会において理事の中から互選する。 

（役員の役割） 

第８条 会長は、本会を代表し、本会を総轄する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代理する。 

３ 監事は、本会の会計を監査すること。 

４ 理事は、本会の主要事項を審議する。 

 （理事会） 

第９条 理事会は、各地区自治連合会会長をもって組織する。 
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（任期） 

第１０条 役員の任期は１カ年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠によって就任した役員は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第１１条 本会の会議は、理事会及び総会とする。 

（理事会の開催） 

第１２条 理事会は、第４条の目的を達成するために開催し、会長が招集する。 

（総会の開催） 

第１３条 総会は、第４条の目的を達成するために、各自治会長の議決をえなければなければならない事項が

発生した場合に、会長が招集する。 

（議決）  

第１４条 会議は、過半数の出席者をもって開き、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は、議

長の決するところによる。 

（議長） 

第１５条 会議の議長は、会長とする。 

（その他） 

第１６条 その他本会の運営について必要な事項は、理事会において決定する。 

この規約は、昭和２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２３年４月１日から施行する。 

この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 
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Ⅲ 自治会活動に対する補助・支援一覧について 

  

■自治会活動に対して、次のような支援制度があります。 

 補助・支援名 担 当 課 概    要 ページ数 

1 
自治会活動保険 

まちづくり課 

保険に加入し、自治会活動、自治会行事におい

て発生した事故により、自治会もしくは自治会

員が被る損害に対し、保険金を支払う。 
26 

2 
自治コミュニティ施

設整備補助金 

自治コミュニティ施設を新築（改築）、増築若

しくは修理又は建設用地を取得する場合に、そ

の経費を補助する。 
28 

3 
一般コミュニティ助

成補助金 

一般財団法人自治総合センターが宝くじ社会貢

献広報事業として、コミュニティ活動に必要な

備品や公民館の整備、地域防災組織など安全な

地域づくりや青少年の育成に関する活動に対し

て助成する。 

30 

4 
自治会掲示板設置補

助金 

自治会が新設する又は修理する自治会掲示板に

対して補助する。 31 

5 
自治会交付金 自治会の活動を支援し、住民の自治意識の高揚

及びコミュニティ活動の推進を図るために自治

会交付金、地区自治連合会交付金、自治会長研

修費を交付する。 

31 

6 
自治会活動における

翻訳業務 

自治会活動を行っていくうえで、在住外国人に

回覧板等の内容を周知する必要がある場合に、

翻訳業務を行う。 
32 

7 
自治会座談会 自治会長同士の学び合いの場、情報共有の場とし

て開催する。 32 

8 
自治会相談窓口 自治会活動の困りごと、組織に関する困りごと

など専門家へ相談することができる。 32 

9 
自治会事例集 自治会の課題解決活動や改善活動の事例紹介 

32 

10 
自治会法律相談補助

金 

まちづくり課 

（自治連合会事務局） 

自治会が法律相談を利用した場合に、補助金を交

付する。 33 

11 
分別収集指導員報償

金 

環境課 

自治会を対象に、ペットボトル・発泡スチロー

ル等の分別収集指導員報償金を支払う。 33 

12 
市指定ごみ収集袋の

支給 

自治会を対象に、ごみ集積所に不適正に出され

たごみを処理するために必要なごみ収集袋（数

量制限あり）を支給 33 

13 
ごみ集積所管理にか

かる報償費 

自治会に対して、ごみ集積所の維持管理をして

いただくために、報償費を支払う。 

 

33 

第３章 自治会活動に対する補助・支援 
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 補助・支援名 担 当 課 概    要 ページ数 

14 
ごみ集積所設置等補

助金 

 自治会に対して、ごみ集積所の設置、改修、移設

や、監視カメラ購入等必要な経費に対し、補助金

を支給する。 34 

15 
クリーンパートナー

制度 

土木課 

道路、公園、河川等の公共施設を対象としたボ

ランティア等による美化活動を支援し、市民と

の協働によるまちづくりを促進する制度 34 

16 

 

凍結防止剤の支給 降雪等による道路の凍結を防ぐため、凍結防止

剤を支給する。 35 

17 
レミファルト等道路

補修資材の支給 

自治会で簡易に道路舗装をなおす場合に支給す

る。 35 

18 
機器等の貸し出し 自治会の清掃活動等で使用できるよう、草刈

機、側溝のボルトはずし機、側溝蓋上げ機、ブ

ロワーなど備品の貸し出しを行う。 
35 

19 
農業用資源保全管理

活動補助金 

農林課 農地の保全と農業の持続性を図るため、地域ぐ

るみで農業用資源の保全管理活動を実施した団

体に対し、その経費の一部を補助する制度 
36 

20 
自治会公民館等の課

税免除 

税務課 自治会活動で使用されている建物や土地にかか

る固定資産税（有料で使用するものを除く）を

免除することにより、自治会の負担を軽減す

る。 

37 

21 
まちづくり出前講座 ひとづくり課 自治会、サークル、ＰＴＡ等の団体を対象に、

身近な問題に役立つ情報を楽しみながら学べる

よう、出前講座を実施 
37 

22 
自主防災事業補助金 

防災安全課 

防災意識の高揚及び防災体制の万全を期すた

め、自主防災組織等が行う防災訓練及び防災施

設の整備に対して補助金を交付する。 
38 

23 
防犯活動事業補助金 

 

自主的に防犯活動を実施する団体に対して防犯

活動に必要な物品の購入に係る費用の一部を補

助する。 
39 

24 
防犯カメラ設置事業

補助金 

不特定多数が利用する道路へ、新たに防犯カメ

ラを設置しようとする団体に対し、防犯カメラ

設置費の一部を補助する。 
40 

25 
施設利用料の減免 ひとづくり課 

文化振興課 

スポーツ振興課 

自治会活動での利用で、生涯学習センター、各

地区交流センター、東図書館、かも～る（文化

会館）、文化の森、プラザちゅうたい及び運動

施設等、市の施設利用料を減免する。 

※詳細については各施設にてご確認ください。 

41 
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１．自治会活動保険                              

  〇内 容 

    自治会活動及び自治会行事において発生した事故により、自治会もしくは自治会員が被る損害に

対し、保険金が支払われます。 

   ※自治会活動・自治会行事とは…自治会規約（会則）や事業計画などにおいて明記され、自治会

活動の一環として自治会が企画立案した活動・行事のこと。（クリーン作戦などの市との共催行事

を含む。）（８ページ「自治会規約（会則）の整備のお願い」参照） 

 

〇補償金の交付対象 

  自治会加入者や自治会から参加依頼を受けた方が対象です。 

 

〇補償の範囲  

①自治会に加入していること。 

②自治会及び自治会組織内における各種団体が親睦及び生活環境の改善等を図ることを目的に自治会

活動として行うものであること。 

③②の活動時に、自治会から依頼を受けて参加した自治会員以外の者が活動中に発生したものである 

こと。 

 

〇補償金の金額 

①賠償責任保険  

自治会加入者またはその行事活動の指導者が他人にケガをさせたり、他人の財産を破損させたりし

て法律上の賠償責任を問われた場合 

１事故の限度額 ２億円 

②傷害保険 

活動に従事または参加中に急激かつ偶然な外来の事故（ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食

中毒、熱中症を含みます。）によりケガをした場合 

死亡・後遺障害 ５００万円（後遺障害はその程度に応じて支給されます） 

入院日額 ３，０００円  通院日額 ２，０００円 

③見舞金 

自治会から参加依頼された自治会員以外の者に対する見舞金。 

傷害等の程度に応じて見舞金が支給されます。 

④費用損害補償 

自治会活動が開催地による降水等で中止または延期になった場合、その活動にかかわる費用を支

出したことで自治会が被った損害に対する費用損害保険金です。 

５０万円が限度です。自治会の支出した費用×７０％と費用損害保険のいずれか低い金額が支給

されます。 

     

    ※いずれも事故発生から１８０日以内のものに限ります。 

        

〇自治会保険の請求方法 

      事故発生後、３０日以内に所定の用紙で連絡所に自治会長または個人が報告し、連絡所から保険

会社へ報告を行います。用紙は各連絡所またはまちづくり課にありますので、ご連絡ください。         
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 記入例 
 

美濃加茂市 自治会活動保険 事故報告書（傷害事故用）         

太枠内をご記入の上FAXでご報告ください。 

送付先：〇〇〇〇保険株式会社 

報告者 氏名
フリガナ

 美濃加茂
ミ ノ カ モ

 太郎
タロウ

      TEL 0574-25-2111 報告日 〇〇年 〇〇月 〇〇日 

事故日 令和 〇年 〇〇月 〇〇日      午前・午後   〇時 〇〇分ごろ 

参加行事名 （例）〇〇地区スポーツ大会 事故場所 （例）〇〇地区スポーツ広場 

事故発生状況および損傷状況 MEMO（状況図など） 

※可能な限り詳細に状況等をご記載ください。 ※地図あるいはイラスト等で図示してくださ

い。 
 

 

 

 

 

 

 

 

受傷者の所属する自治会    美濃加茂市  （  〇〇〇   ）地区  （   〇〇〇  ）自治会 

受傷者 

氏
フリ

 名
ガナ

  美濃加茂
ミ ノ カ モ

 次郎
ジロウ

           （ 〇〇 歳）   TEL 〇〇－〇〇〇〇 

住 所 （〒  〇〇〇 - 〇〇〇〇 ）  美濃加茂市〇〇町〇〇番地〇〇 

治療先 

病院名  〇〇病院（※治療を受けた病院名）            TEL 〇〇－〇〇〇〇 

住 所 （〒  〇〇〇 - 〇〇〇〇 ）  美濃加茂市〇〇町〇〇番地〇〇 

傷害の内容（部位程度）：〇〇〇〇〇〇〇〇 

入院見込 手術（有・無）  〇〇 / 〇〇 ～ 〇〇 / 〇〇 通院見込       /   ～   / 

 

確認欄 
当該受傷者が被保険者（自治会員）であり 

自治会活動中の事故であることを確認しました。 

所属  〇〇自治会 

氏名
フリガナ

  美濃加茂
ミ ノ カ モ

 太郎
タロウ

（※基本的に自治会長名） 

 

保険契約者：美濃加茂市 保険期間 令和〇〇年〇月〇〇日から1年間 

  

                                               

【FAX：052-587-2501】 

負傷した方の属する自治会長な

どが記入（自署）します。 
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２．自治コミュニティ施設整備補助金                    

〇内 容 

    自治コミュニティ施設を新築（改築）、増築または修理したり、公民館を建設したりするための

用地を取得する場合に、その経費を補助します。 

 

〇補助金の交付対象 

  自治会活動を行うための建物（公民館）及び用地（土地） 

 

〇補助金の対象事業 

自治会公民館の新築、改築、増築、修理、バリアフリー改修、エアコン設置、耐震診断・工事及び建

設用地の取得 

 

〇自治コミュニティ施設整備補助金の額 

  補助金の額は、次の表のとおりです。 

対象となる内容 要  件 補助金額（補助率） 

新築・改築 
床面積が延べ５０㎡以上であること 補助対象経費の２分の１以内 

（１，５００万円を限度） 

増  築 
増加する床面積が延べ２０㎡以上で既存施設との

合計床面積が延べ５０㎡以上あること 

補助対象経費の２分の１以内 

（１，５００万円を限度） 

修  理 
該当施設の延床面積が５０㎡以上で、修理費の総

額が２０万円以上であること 

補助対象経費の２分の１以内 

 

 バリアフリー改修 

バリアフリーを目的として行う工事であること 

・手すりの設置 

・段差解消、スロープ設置 

・滑りにくい床材への変更 

・引き戸などへの扉の取り換え 

・洋式便器への取り換え など 

（※施設内に限らず、施設入口部分へのスロープ

の設置等も対象） 

補助対象経費の４分の３以内 

（９０万円を限度） 

エアコン設置 
エアコンの購入及び設置 補助対象経費の２分の１以内 

（５０万円を限度） 

建設用地の取得 

自治会公民館を建設するための用地の取得 建設に必要な最小限の敷地面積

取得分の３分の２以内 

（１，５００万円を限度） 

耐震診断 
昭和５６年５月３１日以前に着工された丸太組工

法以外で建築された木造建築物 

耐震診断にかかる経費の３分の

２以内（２万円を限度） 

耐震補強工事 

上記の耐震診断で上部構造評点が 1.0 未満とされ

た木造建築物で、補強後の評点 1.0 以上かつ診断

結果から評点0.3以上加算される工事 

補助対象経費の２分の１以内 

（６０万円を限度） 

※ 上記補助金額は、いずれも千円未満の端数を切り捨てます。 

※ 国及び県等の補助金、保険、公共事業に伴う建物移転補償等の収入のある場合における補助金額は、

補助対象経費から収入金を控除した額を基に算出した金額とします。 

 

＜注意事項＞ 下記の場合は補助対象となりませんので、ご注意ください。 

・畳の入れ替えや襖の張替え  ・公民館の外フェンスや敷地内の側溝修繕、駐車場整備など 

※その他にも補助対象にならない場合がありますので、ご不明な場合はまちづくり課にご連絡ください。 
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〇補助金交付の流れ 

 

申請～補助金 

交付の流れ 

 

①自治会協議及び決定 

  自治会で実施時期、予算計画を協議し、実施を決定します。 

（注意）事業実施年度の前年８月末までに市に事前申請を提出ください。 

事前申請書は、広報７月号配布時に自治会長へお配りする予定です。 

 

 ②事前申請        【自治会→市】 

  事前申請書（業者の見積もりなど含む） 

 

 ③補助額内定の通知       【市→自治会】 

  提出された事前申請書を審査し、次年度予算が決定したら、補助額内定通知を送

付します（４月上旬）。 

（注意）内定以前に契約、発注、着工を行わないでください。 

 

 ④補助金交付申請書       【自治会→市】 

   工事着工前に補助金交付申請書と下記の関係書類を提出してください。 

  (1)事業計画書 (2)予算書 (3)実施設計書 (4)現況写真 (5)見積書の写し 

 

 ⑤補助金の交付決定通知   【市→自治会】 

   申請書を審査し、補助金の額を決定する通知書を自治会長宛に送付します。 

 

 ⑥業者との契約・工事の開始         【自治会⇔業者】      

   補助金交付決定通知書が届いてから、業者と契約し、着工します。 

工事前と工事後の写真が必要になります。 

 

 ⑦工事の完了、実績報告書の提出         【自治会→市】 

   工事が完了したら実績報告書を市に提出します。用紙はホームページからダウン

ロードしていただくか、「補助金交付決定通知書」送付時に一緒にお送りする用

紙を使用してください。 

業者に支払いをした領収書の写しも合わせて提出します。 

 

⑧補助金額の確定通知   【市→自治会】 

   実績報告書を審査し、補助金額の確定通知書を自治会長宛に送付します。 

 

⑨請求書の提出     【自治会→市】 

  

 ⑩補助金の振込み        【市→自治会】 

申請書の提出先  美濃加茂市 市民協働部 まちづくり課 （℡ ２５－２１１１（代表）内線３６２） 
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３．一般コミュニティ助成事業                         

〇内 容 

     一般財団法人 自治総合センターが宝くじ社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な

備品や公民館の整備、地域防災組織など安全な地域づくりや青少年の育成に関する活動に対し、助

成をします。 

 

  〇助成事業及び交付対象（※前年度と変更がない場合） 
   

対象となる事業 助成内容 助成金額 担当課 

一般コミュニティ 

助成事業 

自治会活動に必要な備品の整備 １００万円～２５０万円 まちづくり課 

コミュニティセン 

ター助成事業 

自治会公民館の建設及び大規模な

改修 

事業費の５分の３以内 

で、上限が 

１，５００万円 

まちづくり課 

地域防災組織育成 

助成事業 

自主防災組織等の活動に必要な設

備の整備 

３０万円～２００万円 防災安全課 

青少年健全育成助 

成事業 

青少年育成のため、スポーツや 

学習活動で、主に親子活動に対 

するソフト事業 

３０万円～１００万円 ひとづくり課

・スポーツ振

興課 

※ 上記助成金額は、いずれも１０万円単位で申請（１０万円未満を切り捨て）します。 

 

＜注意事項＞ 

   申請は市を通じて行いますが、全国から申請された中から、自治総合センターが審査し、助成が決

定しますので、申請されても助成されるとは限りません。 

 

〇助成金の申請方法 

                       【 担当課：まちづくり課 】 

 ①自治会で協議及び決定 

   自治会で実施計画について協議、決定します。 

  ※募集案内は、広報９月号配布時に自治会長へお配りする予定です。 

②実施計画書・収支内訳書（別紙申請書様式記入例） 【自治会→市】 

   実施計画書、収支内訳書を作成し、下記の関係書類を添えて提出してください。 

(1)規約 (2)事業計画書 (3)予算書 （自治会の申請年度の書類の写し） 

  （注意）申請事業が複数あるときは抽選を行い、優先順位を決定します。事業実施年度の前年

の期限までに、市に提出してください。事業ごとに申請期限は異なります。 

③助成金の決定 【市→自治会】 

   提出された実施計画書を（財）自治総合センターが審査し、次年度の４月当初に採否の通知が届き

ます。市より結果を通知します。 

④補助金交付申請書  【自治会→市】 

    事業着手前に補助金交付申請書と下記の関係書類を提出してください。 

  (1)事業計画書 (2)収支予算書 (3)見積書の写し 

 ⑤業務の開始及び実績報告 【自治会→業者】 

    補助金交付決定通知書が届いてから、業務を着手します。 

事業内容、請求明細書、領収書等の写真が必要になります。 

   事業が完了したら実績報告書と請求書を市に提出します。 
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４．自治会掲示板設置補助金                         

〇内 容 
    自治会が新設または修理する自治会掲示板に対し、その設置費用の一部を補助します。 

 

〇補助金の交付対象 

  自治会で設置し、自治会員に各種広報する案内として設置する掲示板です。 

 

〇補助金の金額 

①新設の場合・・・自治会が新設する掲示板 

設置にかかる経費の２分の１以内（１０万円を限度、１，０００円未満の端数を切り捨て） 

 

  ②修理の場合・・・自治会が修理する掲示板（設置後、５年を経過していること） 

    設置にかかる経費の２分の１以内（５万円を限度、１，０００円未満の端数を切り捨て） 

 

  〇補助金の申請方法 

工事着工前に「補助金交付申請書」を提出します。申請書はまちづくり課にあります。 

自治会所有地以外に設置する場合は、土地所有者の「設置承諾書」を添付します。 

 

【 担当課：まちづくり課 】 

 

５．自治会交付金                               

〇内 容 

    自治会の活動を支援し、住民の自治意識の高揚及びコミュニティ活動の推進を図るために、各地

区の自治会長会に交付し、調整後自治会へ交付します。 

 

〇補助金の交付対象 

  各地区の自治連合会。自治連合会の活動及び運営に係る経費として使用します。 

 

〇補助金の金額 

    自治会交付金 

自治会割     １自治会当たり ×１２，０００円 

 班数割         自治会の班数  × １，０００円 

 世帯割      自治会の世帯数   × ６００円 

 広報紙配布手数料    世帯数×１２か月×１円 

 

    地区自治連合会交付金 

地区交付金     ２００，０００円（１地区） 

自治会割     １自治会当たり × ２，４００円 

 

自治会長研修費  研修に参加した自治会長、一人当たり上限 １５，０００円 

 

  

                               【 担当課：まちづくり課 】 
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６．自治会活動における翻訳業務                         

〇内 容 
自治会活動を行っていくうえで、在住外国人に回覧板等の内容を周知する必要がある場合（自治会活 

動に関する書類に限ります）に、その内容を翻訳します。 
 
〇支援の対象 

  自治会 
 

〇申請方法 
所定の申請書（まちづくり課にあります）に記入し、翻訳が必要な書類と合わせて、まちづくり課に

提出します。あわせて、電子データも提出をお願いします。 
 翻訳できる言語についてはまちづくり課にご確認ください。なお、翻訳には１か月程度を要します。 
 

                               【 申請先：まちづくり課 】 

７．自治会座談会                               

〇内 容 
自治会活動の困りごと、悩みなどを持ち寄っていただき、参加された自治会長と共有することで、他

の自治会の取り組みを学ぶことができます。 
 
〇支援の対象 

  自治会 
 

〇参加方法 
今年度は６～１１月、令和８年1月、２月の第４火曜日の 

１９時半から実施予定です。広報配布時に自治会長へチラシ 
を配布しますので、ご確認のうえ、申込ください。 

 
                              【 担当課：まちづくり課 】 

８．自治会活動相談窓口                            

〇内 容 
自治会活動の困りごと、組織に関する困りごとなど、自治会に関することであればどんなことでも相

談することができます。様々な地域で、自治会活動や地域づくりを支援している専門家の方に相談員と
してお越しいただき、課題に対する取り組み方や他の自治体の事例紹介など、アドバイスを聞くことが
できます。 

 
〇支援の対象 

  自治会 
 

〇利用方法 
完全予約制です。ご利用を希望される方は、まちづくり課（２５－２１１１ 内線３６２）へご連絡

ください。日程調整をさせていただきます。 
   ※オンラインでの相談、土日の相談も対応可能です。 
  

                              【 担当課：まちづくり課 】 

９．自治会事例集                                

〇内 容 
自治会が主体的に実施している地域の課題解決や自治会活動における改善活動を集め、美濃加茂市自

治会事例集を作成しました。他自治会の事例を知り、自治会活動の改善にご活用ください。 
 
 

〇利用方法 
    最新版を６月の広報配布時に自治会長の皆様へ配布します。市ＨＰにも掲載 
   しておりますので、ご確認ください。（※右の二次元コードを参照） 
 

                              【 担当課：まちづくり課 】 

▲自治会座談会の様子 



 

33 

 

１０．自治会法律相談補助金                            

〇内 容 
自治会が法律相談を利用した場合に、補助金を交付します。 
１自治会に対し、１回あたり１時間（１０，０００円＋税）×年３回までに限る。 

 
〇支援の対象 

  自治会 
 

〇申請方法 
  所定の申請書（まちづくり課にあります）に記入し、相談料の領収証の写しを添えて、まちづくり課
に提出します。 
                 【 申請先：まちづくり課（自治連合会事務局） 】 

１１．分別収集指導員報償金                            

〇内 容 
   自治会を対象に、ペットボトル、発泡スチロール等の分別に対し、分別収集指導員に報償金を支払

います。 
 
〇報償金の交付対象 

  自治会（一部の地区を除く） 
 
〇報償金の金額 

１，１００円×人数（２名まで）×２時間×６月 
  

〇報償金の申請方法  
年度当初に市から送られてくる「分別収集指導員報告用紙」で指導員氏名を報告してください。 
年度末に「分別収集指導員出勤報告書」で活動実績と「振込み依頼票」で報償金振込先口座を報告      

してください。 
【 担当課：環境課 】 

１２．市指定ごみ収集袋の支給                         

〇内 容 
    自治会を対象に、ごみ集積所に不適正に出されたごみ（混合ごみなど）を処理していただくために、

必要な市指定のごみ収集袋を支給します。 
 

〇支援の対象 
  自治会 
  

〇申請方法  
環境課にある「一般廃棄物処理手数料減免申請書」を提出してください。 
各連絡所（太田連絡所を除く）でも申請できます。 

【 担当課：環境課 】 

１３．ごみ集積所管理にかかる報償費                          

※ごみ集積場についての詳細は、Ｐ１６を参照 

 

〇内 容 

   自治会に対して、ごみ集積所の維持管理をしていただくために、報償費を支払います。        

 

〇報償金の交付対象 

  自治会 

 

〇報償金の金額 

 内訳（・均等割、・世帯数割、・未加入者割）の積算金額 
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  ・均等割     １自治会当たり   １，０００円／月×１２月 

・世帯数割   ５０世帯まで     ５００円／月×１２月 

    ５１～１００世帯      １，０００円／月×１２月 

    １０１～１５０世帯         １，５００円／月×１２月 

    １５１世帯～   ２，０００円／月×１２月 

     ・未加入者割 

               自治会未加入率    ５０％未満    ２５０円／月×１２月 

                          ５０％以上    ５００円／月×１２月 

              （自治会未加入率 ＝ 自治会未加入世帯 ／ 自治会総世帯数） 

                                                        （世帯数は４月１日基準） 

    〇報償金の申請方法 

年度当初に「振込み依頼票」で報償費振込先口座を報告してください。 

 

【 担当課：環境課 】 

１４．ごみ集積所設置等補助金                           

〇内 容 

   自治会に対して、ごみ集積所の設置、改修、移設等必要な経費に対し、補助金を支給します。 

       

〇補助金の交付対象 

  自治会 

 

〇補助金の金額 

 ・新設または移設  １自治会当たり   経費の1/2 上限１０万円 

・改修       １自治会当たり   経費の1/2 上限 ５万円 

・監視カメラ等不法投棄対策 

       １自治会当たり   経費の1/2 上限１０万円等 

 

    〇補助金の申請方法 

所定の申請書（環境課にあります）に記入し、必要書類を添えて、環境課に提出します。 

交付決定を受けてから設置してください。 

（注意）事後申請は補助対象になりません。 

 

【 担当課：環境課 】 

１５．クリーンパートナー制度                         

〇内 容 

   道路、公園、河川等の公共施設を対象としたボランティア等による美化活動を支援し、市民との協働による

まちづくりを促進する制度です。 

 

〇支援の対象 

  自治会、各種団体や地域の有志 

 

〇支援の内容 

①必要な物品、用具等の貸出と調達、②空き缶、吸殻及び除草した草の収集 

③ボランティア保険の加入、④活動団体名を記載したサインボードの設置等 

内 

 

 

訳 
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〇申請方法  

①活動条件を土木課と相談し、届出書を提出します。 

②活動団体と美濃加茂市の間で合意書を取り交わします。 

 

                                 【 担当課：土木課 】 

 

１６．凍結防止剤の支給                           

〇内 容 

   降雪等による道路の凍結を防ぐため、凍結防止剤を支給します。 

 

〇支援の対象 

  自治会、各種団体 

  

〇申請方法  

①土木課または連絡所に置いてある申込書に、自治会名等と必要個数を記入します。 

②市役所（各連絡所）に保管してある凍結防止剤を支給します。 

 

                                 【 担当課：土木課 】 

 

１７．レミファルト等道路補修資材の支給                      

〇内 容 

    自治会等で、舗装等の道路施設を簡易になおす場合に支給します。 
      

〇支援の対象 

  自治会、各種団体 
 
〇申請方法  

①自治会長等が土木課へ「資材支給要望書」を提出します。 

  ②自治会長等から申請を受け、材料（レミファルト・側溝の蓋・砕石）を支給します。  

 

                                 【 担当課：土木課 】 

１８．機器等の貸し出し                           

〇内 容 

    自治会等で、清掃活動に必要な機器等を貸し出します。 
 

〇支援の対象 

  自治会、各種団体 
 
〇申請方法  

①自治会長等が事前に「土木課備品借用申込書」を提出します。 

  ②申込受付後、機器等を貸し出します。 

 

貸出対象機器：草刈機、側溝のボルトはずし機、側溝蓋上げ機、ブロワーなど 

  

                           【 担当課：土木課 】 
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１９．農業用資源保全管理活動補助金                    

〇内 容 

農地の保全と農業の持続性を図るため、地域ぐるみで農業用資源の保全管理活動を実施した団体に対

し、その経費の一部を補助する制度です。 

 

〇補助金の交付対象 

  地域住民の５名以上で構成される団体 

 

〇補助制度の目的 

①農業用資源の保全 

②農業の持続性向上 

③地域コミュニティの醸成 

 

〇補助対象施設及び活動内容 

対象施設 対象活動 補助金額 

市内の 

農業用施設 
水路 水路・法面の草刈、泥上げ 対象経費の実費分。ただし、以

下の限度額となります。 

 

（※限度額）        

  ・活動に参加した人数、1人 

  当り1回１，０００円以内 

  ・同一団体1年度、 

  １００，０００円 

農道 路肩･法面の草刈、側溝の泥上げ、砂利の補充 

ため池 泥上げ、草刈、清掃 

給排水

施設 
給排水施設周りの草刈、ポンプ給水槽等の泥上げ 

  

 〇補助対象の経費 

対象経費 補助に該当する内容 

購入・リー

ス料 
・ゴミ袋、軍手、タオル、補修資材、除草剤、機械リース料(購入費)、燃料代、活動に必要

な文具代、写真印刷代 

・団体の手に負えない泥上げ等を建設会社などに頼んだ場合の経費  

・参加者が持っている車、機械などを利用した経費 

その他 
・活動参加者に提供するための社会通念上認められるお茶、茶菓子代 

・活動に際して傷害保険に加入した場合の保険料金 

 

〇補助金の申請方法 

① 申請するとき 

    補助金交付申請書（様式1号） 

添付書類 位置図（活動予定箇所）、参加予定人数、 

支出予定経費 

② 変更・中止するとき 

    補助金変更（中止・廃止）承認申請書 
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③ 完了したとき 

    実績報告書（様式5号） 

    添付書類 事業の実績報告、収支決算書、位置図（実施箇所）、当日参加名簿、領収書の写し、事業

実施状況が分かる写真（参加者の集合写真も必要）、その他参考書類（振込先口座番号

等）       

    申請方法については、農林課にお問い合わせください。 

 

【 担当課：農林課 】 

 

２０．自治会公民館等の課税免除                         

〇内 容 

   自治会活動で使用されている建物や土地にかかる固定資産税（有料で使用するものを除く）を    

課税免除することにより、自治会の負担を軽減します。 

 

〇免除の対象 

  自治会公民館及び公共の用に使用する土地 

  

〇免除の申請方法  

各自治会に確認後、まちづくり課で取りまとめて税務課へ提出します。 

公共の用に使用しなくなった場合又は有償で使用させることとなった場合は早急にご連絡をお願いし

ます。 

 

                          【 担当課：税務課 】 

２１．まちづくり出前講座                            

〇内 容 

   身近な問題に役立つ情報を楽しみながら学べるよう、市内在住、在勤、在学の方で構成された概ね

５名以上の団体（自治会、サークル、学校等）を対象に、講師が集会の場へ出向きお話をする講座で

す。 

 

〇開催時間、場所、費用について 

    ・午前１０時から午後９時までの間で２時間以内（質疑応答、意見交換の時間を含む。） 

・実施会場は美濃加茂市内とし、申込み団体でご用意ください。 

・講師料不要（講座によっては、材料費・講師交通費が必要となる場合があります。） 

   

〇申請方法  

出前講座メニュー表から希望する講座を選び、実施希望日の２週間前まで 

に、直接、FAX、メールでひとづくり課へ申込書をご提出ください。メニュー 

表や申込書は、市ホームページからダウンロードできるほか、ひとづくり課 

でもお渡ししています。 

今年度からオンライン申請が可能となりました。ホームページに記載されて 

いるＵＲＬからお申込みください。 

 

【 担当課：ひとづくり課（生涯学習センター）】 

↑市ホームページ 

（出前講座）リンク 
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２２．自主防災事業補助金                                       

〇内 容 

   防災意識の高揚及び防災体制の万全を期すため、自主防災組織等が行う防災訓練及び防災施設の

整備に対して、補助金が交付されます。 

 

〇補助金の交付対象 

自主防災組織または自治会 ※対象となる内容につき年度１回まで（地域防災リーダー育成を除く） 

 

   対象となる内容は次の表のとおりです。 

対象となる内容 要  件 補助金額（補助率） 

防災訓練 

防災訓練に要した消火器の詰替費

用、燃料費、炊き出し訓練の費用

等 

費用の１０分の１０ 

（１０万円を限度、１，０００

円未満の端数を切り捨て） 

地域防災リーダー育成 

防災士資格取得に要する費用 

（養成講座受講料、試験料、登録

料） 

費用の１０分の１０ 

（１，０００円未満の端数を切

り捨て） 

防災設備設置 

消火用備品及びその修繕、防災器

具の設置に要する費用及び修繕、

防火水槽の補修費用、し尿処理備

品の購入に要する経費 
（消火器、ホース、ノズル、器具格納庫、

消火器格納箱、媒介金具、消火栓開閉ハン

ドル等、チェーンソー、発電機、ジャッ

キ、一輪車、ビニールシート、し尿処理用

凝固剤、便袋等） 

費用の３分の２ 

（１，０００円未満の端数を切

り捨て） 

防災装備品及び啓発グッズ 

ヘルメット、腕章、はんてん等、

のぼり旗、看板 

費用の２分の１ 

（１，０００円未満の端数を切

り捨て） 

防災施設の建設及び修繕 

防災備蓄倉庫、夜警詰所、待機室

の建設及び修繕費用 

費用の２分の１ 

（１㎡当たり４万円を限度、

１，０００円未満の端数を切り

捨て） 

防災施設の建設用地 

防災備蓄倉庫、夜警詰所、待機室

の建設に必要な用地の取得 

建設に必要な最小限の敷地面積

取得分の２分の１ 

（１㎡当たり４万円、１，５０

０万円を限度、１，０００円未

満の端数を切り捨て） 

その他の防災備品 

その他、市長が必要と認める防災

備品 

費用の２分の１ 

（１，０００円未満の端数を切

り捨て） 

※ 自主防災補助金の計算式の例 

事業費×補助割合で算出した金額を1,000円未満で切捨てた額 

例：防災設備設置 16,800円（事業費）×2/3＝11,200 

  →補助金額は11,000円  補助金：11,000円 申請者負担:5,800円 
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〇補助金の申請方法  

実施する前に防災安全課にある所定の申請書を提出します。 

【 担当課：防災安全課 】 

 

２３．防犯活動事業補助金                          

 

 〇内 容 

自主的に防犯活動を実施する団体（自治会など）に対して防犯活動に必要な物品（以下「防犯活動用品 

という。）の購入に係る費用の一部を市の予算の範囲内で助成する制度です。 

   営利的、政治的及び宗教的な活動を目的とせず、かつ、継続して市内で防犯活動に取り組む団体が対象

となります。 

 

 〇補助金の交付対象 

    (1) 自治会 

(2) 自主防犯組織（５名以上で構成され、かつ、構成員の２分の１以上が、市内に在住し、又は通勤

し、若しくは通学する者で構成される団体であって、自主的に防犯活動を行うものをいう。） 

(3) その他市長が認める団体 

 

 〇補助金の対象経費 

     対象となる経費は次の表のとおりです。 

種別 物品名 

防犯活動用物品購入費用 反射ジャンパー（ウインドブレーカー） 

反射チョッキ（ベスト） 

帽子、反射腕章、反射たすき 

防犯ブザー・ホイッスル、拍子木 

誘導灯（合図灯）、懐中電灯（パトロール用） 

青色回転灯（自動車取付用） 

ステッカー（自動車取付用マグネット式等） 

ハンドマイク（ハンドメガホン）、トランシーバー 

防犯に関する啓発・広報のための物

品購入費用（印刷費用を含む。） 

のぼり旗 

懸垂幕・横断幕 

看板 

教材（DVD、冊子等） 

シール、ステッカー等 

環境整備物品購入費用 ペンキ・落書き消し溶剤・清掃用具 

その他市長が防犯活動のために必要と認めるものの費用 

※補助金の交付対象となる経費は、国、県等から助成金等を受けた防犯活動用品の購入に係る経費は除く。 

補助金の額は、経費の２分の１以内の額とし、１団体について１会計年度に５万円を限度とする。 

補助金の額に１,０００円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。 

 

〇補助金の申請方法 

① 申請するとき 

    ・補助金交付申請書 
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添付書類 事業計画書兼予算書（様式第１号）、経費の見積書の写し 

 

② 完了したとき 

    ・実績報告書 

     添付書類 事業報告書兼収支決算書（様式第２号）、写真、領収書の写し 

    ・請求書 

       申請方法については防災安全課にお問い合わせください。    【 担当課：防災安全課 】 

 

２４．防犯カメラ設置事業補助金                          

 

 〇内 容 

安全で安心できる住みよい地域社会の実現のため、新たに防犯カメラを設置しようとする団体（自治会

など）に対して、防犯カメラ設置費用の一部を市の予算の範囲内で助成する制度です。 

 

 〇補助金の交付対象 

   (1) 自治会その他の地域的な共同活動を行う団体 

(2) 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、事業協同組合並びにこれらに準ずる団体 

(3) 自主防犯活動団体 

(4) その他市長が認める団体 

 

 〇補助金の額等  

・ 補助金の額は補助対象経費から国、県、地方公共団体等の補助金等を差し引いた額に３分の２を乗

じた額とし、補助金の限度額は20万円に設置する防犯カメラの台数を乗じて得た額です。 

・ 補助金の額の決定について、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。 

・ 補助金の交付の対象となる防犯カメラの台数は、同一年度内において１団体につき３台を上限。 

 

〇補助金の申請方法 

① 申請するとき 

    ・ 防犯カメラ設置事業補助金交付申請書（指定様式） 

・ 防犯カメラの設置に要する経費の見積書 

・ 防犯カメラの仕様が分かる書類 

・ 防犯カメラ設置場所の現況写真 

・ 防犯カメラ設置場所及び撮影対象区域が確認できる図面 

・ 防犯カメラ設置場所の地権者等の同意書 

 

② 完了したとき 

    ・ 実績報告 

    ・ 設置した防犯カメラ及び撮影している旨の表示の現況写真 

・ 設置した防犯カメラにより撮影された画像 

・ 領収書の写し 

    ・ 請求書 

       申請方法については防災安全課にお問い合わせください。    【 担当課：防災安全課 】 
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２５．施設利用料の減免                          

 

〇内容  

自治会行事等で以下の施設を利用する場合に、施設の利用料を減免する。 

 

 〇対象施設 

施設 担当 連絡先 

総合運動場・体育館 スポーツ振興課 26-3241 

有料公園施設 土木課 道路公園係 25-2111（内線418） 

図書館 東図書館 26-3001 

かも～る（文化会館） 文化会館 25-1108 

総合福祉会館 総合福祉会館 28-6111 

みのかも文化の森 文化振興課 28-1110 

生涯学習センター／各地区交流センタ

ー 

ひとづくり課・まちづくり

課 

25-4141・各地区交流センター 

 

 〇利用方法及び料金等 

  各施設にてお問い合わせください。 
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■自主防災組織の役割 

災害時に、住民による自主防災活動が効果的に行われるためには、平常時から災害に備えて組織づくりを

行い、役割分担を決め、『自分たちの地域は、自分たちで守る』という意識のもと、防災資機材の整備や

防災訓練を実施しておくことが大切です。日頃から、自主防災組織の重要性について認識いただき、以下

のことに努めるようにしましょう。 

①防災知識の普及 

②地域の災害危険箇所の把握 

③防災訓練の実施 

④火気使用設備器具等の点検  

⑤防災資材の備蓄と整理・点検 

 

万が一、災害が発生した場合、自主防災組織は 

 

①災害情報の収集及び住民への迅速な伝達  

②出火防止と初期消火  

③避難誘導  

④被災住民の救出・救護  

⑤給食・給水 

 

などを行うことが期待されています。       

 

■組織の編成 

自主防災組織が、災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うためには、活動の内容をよく分析し、

組織内の役割分担を明確にして、防災計画に定める必要があります。特に、自治会の役員が自主防災組織

の役員を兼ねている場合など、年度毎に役員がかわるときは、それぞれの役割を明確にし、引き継ぎをし

ておく必要があります。 

 

■自主防災組織の活動例 

① 地域の事情に応じた備蓄品・防災資機材を用意する 

② オリジナルの防災マップをつくる 

③ 地区防災計画をつくる 

④ 防災訓練や普及啓発活動を実施する 

⑤ 助成制度を活用する 

 

■防災訓練・防災器具庫等の整備 

自主防災組織が、災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うために、市では防災訓練及び防災施設

の整備に対し補助金を交付しています。（詳細は、３８ページの自主防災事業補助金をご覧ください。） 

また、土のうステーションが中濃大橋北の高架橋下（太田本町４丁目）に設置してあります。災害時等

の緊急対応に必要に応じてご利用ください。 

 

第４章 自主防災組織 
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■ハザードマップ 

 ハザードマップには、避難所・避難場所の位置や、必要な基礎知識 

等の情報が載っています。 

 いつ起こるかわからない災害に備え、安全な場所に避難できるよう、 

ハザードマップで避難所・避難場所を確認しましょう。また、災害が 

起こったとき、家族でどこに避難するか相談しておきましょう。 

 

■防災ラジオ 

 美濃加茂市では防災行政無線で放送する、地震や避難などの緊急情報を聞くことができる、「防災ラジ

オ」を導入しており、「市内に住所を有する世帯」を対象に無償で貸与を行っています。貸与を希望され

る方は、防災安全課もしくは各連絡所までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■消防団 

 消防団とは、「自分たちのまちは自分たちで守る」という郷土愛護の精神に基づき、地域に住む人たち

で組織する地域にとって最も身近な防災機関です。 

 多くの消防団員は自営業者や民間会社等に勤める一般の方々ですが、有事の際には地域に住む方々の生

命・身体・財産を守るため、昼夜を問わず駆け付け災害対応にあたります。 

 消防団は、火災対応だけでなく災害時には地域において避難誘導や救助などにあたることから、消防団

員の勧誘については、独居高齢者世帯や乳幼児のいる世帯など地域の実情を把握できる自治会のご協力の

もと、各地区の代表として選出していただいています。 

 

○消防団員の定数は 

・消防団条例定数２９３名 

・市内７地区（各分団３３名、伊深・三和地区は合同で５３名） 

○消防団の主な活動 

・火災現場における消火活動・警戒・残火処理 

・災害時における住民の救助・避難誘導・警戒活動 

・行方不明者の捜索 

・訓練・機械器具点検 

・火災予防の啓発活動 

○報酬等の支給 

 年額報酬及び出動報酬が団員個人に支給されます。 

 ・年額報酬（団員階級）        ３８，０００円 

 ・水火災その他による災害出動      ８，０００円／１日（４時間以下は半額） 

 ・警戒、訓練、指導、広報その他の出動  ４，０００円／１日（４時間以下は半額） 

○公務災害補償 

 消防団活動中に負傷等した場合に補償されます。 

 

通常放送を中断して割り込み放送を実施します！ 

 

ハガキサイズ 

外形寸法148㎜×98㎜×38㎜ 
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■防災行政無線の使い方 

市内には防災行政無線（屋外放送装置）が設置されており、自治会員に避難情報を伝える手段や、災害時

等の緊急放送として使用できます。 

  防災行政無線には【新タイプの放送装置】と【旧タイプの放送装置】があるので、以下の使用手順を参考

に平時の訓練や災害発生時にご利用ください。なお、使用時に防災行政無線がどちらのタイプかわからない

場合は防災安全課までお問い合わせください。 

 

○防災行政無線の使用手順 

・新タイプの放送装置 

  ① 指定の鍵で解錠します。 

  ② 所定の位置からハンドマイクを取り出します。 

  ③ マイクスイッチを「ＯＮ」にします。 

  ④ マイク本体スイッチを「ＯＮ」にします。 

  ⑤ マイクに向かって話し、放送を行います。 

  ⑥ 放送を終えたら、マイク本体スイッチを「ＯＦＦ」に

します。 

  ⑦ マイクスイッチを「ＯＦＦ」にします。 

  ⑧ 所定の位置にハンドマイクを戻します。 

  ⑨ 指定の鍵で施錠します。 

 

・旧タイプの放送装置 

   ① 指定の鍵で解錠します。 

   ② ハンドマイクを取ります。 

   ③ ハンドマイクのプレスボタンを押しながら放送を行い

ます。 

※放送をしないときは、プレスボタンを離してください。 

   ④ 放送を終えたら、ハンドマイクを所定の位置に戻しま

す。 

   ⑤ 指定の鍵で施錠します。 

 

 

○通報の順序【新タイプ・旧タイプ共通】 

① 通報者名（〇〇自治会等）  １回 

  例）○○自治会から、お知らせします。 

② 通報内容          ２回（繰り返す）        

③ 通報者名（〇〇自治会）   １回 

    例）○○自治会から、お知らせしました。  

             

●ご質問やご不明な点等がございましたら、防災安全課までお問い合わせください。 

旧タイプの放送装置 

新タイプの放送装置 

防災行政無線による情報伝達訓練 
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指定避難所・指定緊急避難場所一覧 

■指定避難所（避難した居住者等が災害の危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅へ戻れ

なくなった居住者等が一時的に滞在する施設） 
初 期 対 応 避 難 所 

（災害が発生するおそれのある場合又は災害発生時において応急的に開設する施設） 
名      称 名      称 

生 涯 学 習 セ ン タ ー 総 合 福 祉 会 館 

  

第 １ 次 避 難 所 

（市民の避難が必要であると認められる場合及び自主避難が予想されるときに開設する施設） 
名      称 名      称 

上古井交流センター（連絡所） 伊深交流センター（連絡所） 

山之上交流センター（連絡所） 三和小学校 

蜂屋交流センター（連絡所） 下米田交流センター（連絡所） 

加茂野交流センター（連絡所） 西体育館 

 
第 ２ 次 避 難 所 

（大規模な災害のため、第１次避難所で対応できないときに開設） 
名      称 名      称 名      称 

プラザちゅうたい 山手小学校 あじさいエコパーク 

太田小学校 東中学校 ほくぶ保育園 

太田第二保育園 加茂高等学校 伊深小学校 

西中学校 加茂農林高等学校 三和交流センター（連絡所） 

かも～る（文化会館） 美濃加茂中学高等学校 牧野交流センター 

東図書館 山之上こども園 下米田保育園 

文化の森 山之上小学校 下米田小学校 

あじさい保育園 蜂屋小学校 中部国際医療学院 

カナリヤの家 加茂野保育園 
中之島公園（リバーポートパーク

美濃加茂） 

古井小学校 加茂野小学校 蜂友学舎保育園 

  

福 祉 避 難 所 

（一般的な避難所では生活に支障をきたす人のために災害発生後に開設） 
名      称 名      称 名      称 

総合福祉会館 瞑想の館（社会福祉法人慈恵会） 可茂特別支援学校 

 

■指定緊急避難場所（居住者等が災害から命を守るために緊急的に避難する施設または場所） 

 上記の指定避難所の他、以下の場所 

名    称 名    称 名    称 名    称 

西総合グラウンド 森山公園 中町公園 二ツ塚公園 

古井近隣公園 大手町公園 田島公園 ぎふ清流里山公園（駐車場） 

東総合グラウンド 大楽児童公園 川合コミュニティ広場 神明児童公園 

前平公園 井戸畑児童公園 末広公園  

 

【 担当課：防災安全課 】 
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Ⅴ 認可地縁団体 

 

  自治会が実質的に所有している不動産であっても、自治会名義で登記ができなかったため、今までは代表

者名など、個人名義で登記がなされていました。 

   こうした中、名義人が死亡した場合など、相続に起因する財産上のトラブルが生じることもありました。 

  そこで、このようなトラブルを未然に防止するため、平成３年に地方自治法の一部を改正する法律が施行

され、住民自治組織を『地縁による団体』と位置づけ、一定の要件を満たしていれば自治会名義で不動産を

所有できるようになりました。『地縁による団体』とは、町又は字の区域、その他市町村内の一定の区域に

住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。 

. 

■法人格の取得 

  法人格を取得するためには、市長の認可が必要です。また、この認可を受けるためには、地方自治法第２ 

６０条の２に定める要件を備えていることが必要です。 

認可に必要な一定要件は次のとおりです。 

◆認可に必要な要件 
①住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成   

に資する地域的な共同活動を行うことを目的としていること 

 

②区域が客観的に明らかなものとして定められていること 

 

③区域に住所を有するすべての個人が構成員となることができるものとし、その相当数の   

人が現に構成員となっていること 

 

④規約が定められていること（目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格

に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項及び資産に関する事項が必ず明

記されていること） 

                             

  

■認可申請手続 

    法人格を得るための認可の申請を行うにあたっては、その自治会の規約に基づき招集された総会におい

て、認可を申請する旨の議決を行う必要があります。総会において議決された後、認可申請書類を提出し

ます。 

 

 

 

 

第５章 認可地縁団体 
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■認可申請に必要な書類 

① 認可申請書 （※） 

② 自治会規約 （※） 

（目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に

関する事項、会議及び資産に関する事項が明記されているもの） 

③ 認可申請することについて、総会で議決したことを証する書類 

         （総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名押印のあるもの） 

④ 構成員の名簿（区域に住所を有する個人） 

⑤ 目的を現に実施している旨が記載された書類（前年度の事業活動報告書） 

⑥ 申請者が代表者であることを証する書類 （※） 

         （申請者が代表者になることを承諾した承諾書等に申請者本人の署名押印したもの） 

 

上記書類のうち（※）があるものは、様式がありますので、詳細については、まちづくり課まで 

お問い合わせください。 

 

 

■認可を受けたあと 

① 認可されると、名称、規約（会則）に定める目的、区域、主たる事務所の所在地、代表者の氏

名及び住所などが告示されます。 

② 認可を受けた後は、団体名義で資産の登記・登録ができます。 

③ 地縁団体の印鑑を登録することができます。 

④ 告示事項に変更が生じた場合は、代表者は「告示事項変更届出書」（所定の様式があります）

に告示された事項に変更があった旨を証する書類（議事録等）を添えて、市長に届け出しなけ

ればなりません。（規約の目的、区域、代表者など） 

⑤ 規約を変更する場合は、市長の認可が必要です。「規約変更認可申請書」（所定の様式があり

ます）に変更があった旨を証する書類（議事録等）を添えて、市長に認可を申請します。 

※規約の変更が告示事項の変更（目的等）を伴う場合は、規約変更の認可後、④の告示事項の変更

の届け出が必要です。 

 

 

【 担当課：まちづくり課 】 
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住みよい地域社会を目指していく中で、自治会が果たす役割は非常に大きなものがあります。 

しかし、自治会だけでなく、各方面で活動している各種団体が手を携えて活動することで、さらに効果的な

活動が行えることがあります。ここでは、自治会活動と関連の深い団体を掲載しています。 

■美濃加茂市社会福祉協議会 

概 要 

 社会福祉協議会は地域福祉の推進を図る機関です。「誰もが安心して暮らすことのでき

るまちづくり」を目指して地域住民と協働し、地域福祉活動を積極的に支援しています。

各地区には支部があり、地域の実情に応じた活動を行っています。 

活動内容 

【地域活動の支援】 

 ◇支部社会福祉協議会の活動支援（敬老事業、地域の見守り活動など） 

 ◇福祉団体の活動支援 

 ◇ふれあい・いきいきサロン事業 

 ◇結婚相談 

 ◇弁護士相談 

【ボランティア活動の支援】 

 ◇ボランティア・団体への支援（養成講座、ボランティアコーディネート、活動費助成

など） 

 ◇災害ボランティア活動の支援 

【子ども支援】 

 ◇小・中学校を対象とした福祉教育事業 

 ◇ひとり親家庭等支援（学習支援、親子交流事業） 

 ◇子ども食堂 

【福祉サービス】 

 ◇障がい者(児)・高齢者等各種相談事業 

 ◇生活福祉資金の貸付（就学、生活費など） 

 ◇車椅子の貸出し 

 ◇福祉車両の貸出し 

【広報啓発】 

 ◇社会福祉大会、ふれあい福祉フェスティバル 

 ◇広報紙等 

【援護活動】 

 ◇被災者見舞金 

 ◇交通遺児援護金 

【管理運営】 

 ◇総合福祉会館の管理・運営 

 ◇健康づくり事業（健康相談・体操、健康教室など） 

 ◇障がい者支援施設「ひまわりの家」運営 

【会費・寄附金・募金の受付】 

 ◇会費、寄附金受付 

 ◇共同募金事業（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金） 

 ◇日本赤十字社事業 

連絡先 美濃加茂市社会福祉協議会 ℡ ２８－６１１１（総合福祉会館内） 

第６章 自治会活動と各種団体 
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■共同募金会美濃加茂市支会 

概 要 

共同募金は、住んでいる町の高齢者や障がいのある方へ手助けをしたり、地域住民が

暮らしやすい街をつくるために財政面から支援しています。その財源は、地域住民のた

すけあいの募金によって成り立っています。 

活動内容 

 募金は、毎年ただ寄付金を募るというのではなく、あらかじめ年間社会福祉事業を計

画し、それを実施するための資金を住民の皆様に協力願うものです。従って事業内容と

その額（目標額）を提示することになっています。 

◇赤い羽根募金 

  母子・父子家庭への支援、小中学校の福祉教育、高齢者サロン、ボランティア団 

  体への活動助成などに使われています。 

◇歳末たすけあい募金 
  生活に困窮している世帯への食料品配付、子ども食堂への助成など 

 

連 絡 先  美濃加茂市社会福祉協議会 ℡ ２８－６１１１（総合福祉会館内） 

 

■日本赤十字社美濃加茂市地区 

概 要 

 日本赤十字社は、国内外における災害救護活動や、紛争や自然災害、病気などに苦し

む人々を救うための国際活動、及び献血・医療・青少年の育成などの事業を積極的に実

施しています。 

活動内容 

 事業資金は、皆さまから拠出していただく社資（社費・寄付金）により成り立ってい

ます。 

◇日赤社資募集 

市内で発生した災害のり災者に対するお見舞い（毛布、救急セット、お見舞い金）や

赤十字奉仕団活動にも使われています。 

連 絡 先 美濃加茂市社会福祉協議会 ℡ ２８－６１１１（総合福祉会館内） 

 

■美濃加茂市健寿連合会 

概 要 

 健寿会は、会員の話し合いによって、それぞれの住みなれた地域の中で、多くの仲間

とともに語り合い、できるだけ長く安心して暮らせるように支えあう友愛組織です。 

 健康、友愛、奉仕の三大運動を軸に、健康・福祉・文化・体育・交通安全などの行事

を開催し、会員の健康と生きがいづくりを目標にして活動しています。 

活動内容 

 ◇健寿会活動の促進 

 ◇高齢者文化活動の推進 

◇高齢者スポーツ活動の推進 

◇高齢者相互支援活動の推進 

 ◇総会、本部役員会、各部会等の開催 

連 絡 先 事務局 ℡ ２８－６１１１（総合福祉会館内） 
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■美濃加茂市民生児童委員協議会 

概 要 

民生委員は、昭和２３年に施行された民生委員法に基づき、住民の立場に立った相談

・援助や福祉サービスの情報提供、利用支援活動を実施しています。任期は３年で厚生

労働大臣が委嘱しています。 

 市内に７つの単位民生児童委員協議会を１０２名（内、主任児童委員１４名）の委員

で結成し、活動を行っています。 

活動内容 

◇地域の定例会（単位民児協定例会）への参加 

◇研修会への参加（随時研修案内あり） 

◇部会活動への協力・参加（主に部会研修への参加） 

◇岐阜県民生委員児童委員協議会開催の研修会等に参加 

◇独居高齢者、避難行動要支援者等の見守り活動 

◇介護保険、福祉制度等の情報提供や住民の困りごとを聞き、行政や支援機関等との

連絡調整（つなぎ役） 

連 絡 先 福祉課 ℡ ２５－２１１１（代表）  内線 ３１４ 

 

■加茂地区交通安全協会美濃加茂支部 

概 要 

 加茂地区交通安全協会美濃加茂支部は、市内各町分会と市及び関係団体等と協力し、

交通事故防止対策や交通安全啓発の推進を図るため活動をしています。 

 また、市内各町分会でも各自治会等で交通安全委員が選任され、各種の活動を行って

います。 

活動内容 

◇交通道徳の高揚と交通安全啓発 

◇交通事故防止に関する調査、研究 

◇交通安全街頭啓発指導及び交通法令等の普及 

◇県交通安全協会及び加茂警察署等の連携 

連 絡 先 防災安全課 ℡ ２５－２１１１（代表）  内線 ２７６ 
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■美濃加茂市消防団 

概 要 

地域防災体制の中核的存在として、地域の安心・安全のため大きな役割を果たしてい

ます。火災発生時の消火活動、地震や風水害等の大規模災害発生時における救助活動、

住民の避難誘導、災害防御活動などに従事し、市民の安全と財産を守るために活躍して

います。 

 また、地域の防災訓練の指導など自主防災組織との連携を図り、地域防災の向上に努

めています。 

活動内容 

◇火災の消火活動 

◇水害、地震等災害時における救助活動 

◇地域の防災訓練等の活動 

◇夜警等の啓発予防活動 

連 絡 先 防災安全課 ℡ ２５－２１１１（代表）  内線 ２７７ 

 

■美濃加茂市まちを美しくする運動推進会議 

概 要 
快適な生活環境の創出と、まちを美しくする運動の推進を図り、ごみの資源化及び減

量化意識の高揚に関する活動等を行っています。 

活動内容 

◇推進会議の開催 

◇環境月間に伴う街頭啓発活動 

◇環境美化啓発 作文・標語の募集 

◇みのかもクリーン作戦の計画・実施 

◇地域において功績のあった個人・団体の表彰 

◇花飾り運動の推進 

連 絡 先 環境課 ℡ ２５－２１１１（代表）  内線 ３０６ 

 

■美濃加茂市青少年育成市民会議 

概 要 
 青少年育成推進委員が中心となって「大人が変われば子どもも変わる」を合言葉に、

学校・家庭・地域が連携しながら、様々な青少年健全育成事業を進めています。 

活動内容 

◇青少年育成推進委員会の開催 

◇子どもをたくましく育てるつどい（市青少年健全育成大会）の開催 

◇青少年健全育成街頭啓発活動の実施 

◇少年の主張美濃加茂大会の開催 

◇市民会議表彰・皆勤賞の実施 

◇市民会議標語の募集 

連 絡 先 ひとづくり課（生涯学習センター）℡ ２５－２１１１（代表） 内線 ４００ 

 

 



 

52 

 

■美濃加茂市子ども会育成連絡協議会 

概 要 

 子ども会は、各自治会単位を基本として活動しています。自治会単位を「単位子ども

会」、地区単位を「地区子ども会」、市全域を「市子ども会育成連絡協議会」、子ども

会に参加する子どもの保護者で作る組織を「子ども会育成会」といい、それぞれが連携

して活動しています。 

活動内容 

◇市子ども会育成連絡協議会総会、役員会の開催 

◇子ども会研修会（中央研修会・インリーダー研修会）の開催 

◇子ども会のつどいの開催 

※単位子ども会、地区子ども会も、それぞれ事業計画を立てて活動しています。 

◇美濃加茂ジュニアリーダーズクラブによるボランティア活動や子ども会活動支援 

連 絡 先 ひとづくり課（生涯学習センター） ℡ ２５－２１１１（代表） 内線 ３６０ 

 

■美濃加茂市子ども会育成指導委員会 

概 要 
 自治会単位、地区子ども会（子ども会育成会）の活動・運営を指導支援することを目

的に活動しています。公募により委嘱された委員が活動しています。 

活動内容 

◇単位、地区子ども会活動（子ども会育成会活動）の支援・育成 

◇市子ども会育成連絡協議会活動の支援 

◇市子ども会育成指導委員会定例会の開催 

◇チャレランみのかもの開催 

連 絡 先 ひとづくり課（生涯学習センター） ℡ ２５－２１１１（代表） 内線 ３６０ 

 

■美濃加茂市少年補導委員会 

概 要 

少年補導委員会では、青少年の非行防止のため「愛のひと声かけ活動」（補導活動）

を展開しています。 

 各地区から選出された委員が活動しています。 

活動内容 

◇少年補導委員連絡会議の開催 

◇愛のひと声かけ活動等（補導活動）の展開 

◇花火大会特別巡回補導 

◇青少年健全育成条例による立入調査 

連 絡 先 ひとづくり課（生涯学習センター） ℡ ２５－２１１１（代表） 内線 ４００ 
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■生涯学習審議会 

概 要 
 生涯学習の推進を図るため、生涯学習に関する調査・研究を進め、市などに対して助

言をします。各地区からの代表、学校教育関係者、などで構成されています。 

活動内容 
◇生涯学習審議会の開催 

◇生涯学習に関する調査・研究や助言 

連 絡 先 ひとづくり課（生涯学習センター） ℡ ２５－２１１１（代表） 内線 ３７０  

 

■美濃加茂市地区連合ＰＴＡ 

概 要 

 市内各小・中学校１３校（双葉中・美濃加茂中含む）のＰＴＡが情報の交流と行動の

連携を図りながら、各単位ＰＴＡの目的達成に寄与する組織（会長１３名、子育て代表

１３名、校長会代表３名）です。 

 子ども達の健やかな成長のために、学校・家庭・地域社会の連携を深めるように努めて

います。 

活動内容 ◇ＰＴＡ相互の交流と連携…役員会、理事会 

連 絡 先 学校教育課 ℡ ２５－２１１１（代表） 内線 ４０１ 

 

■美濃加茂市スポーツ推進委員協議会 

概 要 

 スポーツ推進委員は、地域におけるスポーツ推進のため、事業実施に係る連絡・調整

や市民に対するスポーツの実技の指導やその他スポーツに関する指導及び助言を行いま

す。 

活動内容 

◇スポーツの実技指導 

◇各種市民大会等への協力 

◇スポーツ普及のためのイベントの企画と運営 

◇各地区体育振興会の指導育成 

連 絡 先 スポーツ振興課 ℡ ２６－３２４１（プラザちゅうたい内） 
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■美濃加茂市長寿支援センター（地域包括支援センター） 

概 要 

 高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよう、保健師

（看護師）・社会福祉士・主任介護支援専門員等の専門職を配置し、介護・福祉・健康

・医療などさまざまな面から支え、高齢者の皆さんの健康・生活・財産・権利を守るた

めの支援をしています。 

活動内容 

◇高齢者の総合相談窓口 

◇介護予防の推進 

◇高齢者の権利擁護業務 

◇地域のネットワークづくり活動 

連 絡 先 高齢福祉課  ℡ ２５－２１１１（代表） 内線 ５０２  

美濃加茂市西部長寿支援センター：太田・加茂野小学校区 

      ℡ ２４－７００７ 

      住 所：前平町１丁目２５７番地 

美濃加茂市中部長寿支援センター：山手・山之上・蜂屋・伊深・三和小学校区        

℡ ４９－８５９１ 

       住 所：中部台６丁目１３番５ 

美濃加茂市東部長寿支援センター：古井・下米田小学校区 

℡ ５０－１７７７ 

住 所：下米田町東栃井８１番地２ 

 

■美濃加茂市長良川鉄道協力会 

概 要 

 長良川鉄道の健全な運営のために、側面から協力するとともに地域住民及び利用者の

声を鉄道運営に反映させ、マイレール意識の高揚を図るため、昭和６１年に発足しまし

た。 

活動内容 

◇長良川鉄道沿線美化活動に対する助成 

※長良川鉄道沿線の草刈作業や駅周辺の整備活動を実施する自治会、団体等を対象

に助成金を交付。 

◇沿線市町村との連携による事業の実施（利用促進啓発事業） 

連 絡 先 まちづくり課  ℡ ２５－２１１１（代表） 内線 ２４８ 
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   市内にある主な公共施設名と住所、電話番号が掲載されています 

施設名 住 所  電 話 

市役所（本庁舎） 太田町３４３１－１ 25-2111 

市役所（分庁舎） 太田町１９００ 25-2111 

生涯学習センター   太田町３４２５－１  25-4141 

保健センター  

健康のまち一丁目２ 

みのかも健康プラザ内 
66-1360 

太田連絡所（交流センター）  太田本町２－７－１２ 26-2628 

古井連絡所  本郷町８－８－４８  25-2058 

上古井交流センター 本郷町８－８－４８ 28-9878 

山之上連絡所(交流センター） 山之上町３４５７－１ 25-2739 

蜂屋連絡所（交流センター） 蜂屋町上蜂屋３６３７ 25-2901 

加茂野連絡所 加茂野町今泉１５４６－４ 25-2493 

加茂野交流センター 加茂野町今泉１５４６－４ 24-0125 

伊深連絡所（交流センター） 伊深町９２７－１ 29-1395 

三和連絡所（交流センター） 三和町川浦２５６５ 29-1001 

下米田連絡所（交流センター） 下米田町則光１８２  25-2714 

牧野交流センター 牧野１９４１－１ 28-5234 

みのかも文化の森 蜂屋町上蜂屋３２９９－１ 28-1110 

かも～る（文化会館） 島町２－５－２７  25-1108 

中央図書館  太田町１９２１－１ 25-7316 

東図書館 本郷町９－２－２２  26-3001 

プラザちゅうたい（中央体育館） 太田町１９１６－１ 26-3241 

西体育館  西町３－２３２  26-3241（プラザちゅうたい） 

みのかも健康の森 山之上町７５５９  29-1108 

さくらの森  下米田町則光４９１－１ 25-2111（市役所） 

加茂警察署 古井町下古井２６１０ 25-0110 

中消防署  加茂川町３－７－７  26-0190 

社会福祉協議会 新池町３－４－１（総合福祉会館内）

） 

28-6111 

みのかも市民活動サポートセンター 太田町１７５２－１ 則竹ビル１階 28-1979 

リバーポートパーク美濃加茂 御門町２－６－６ 49-6717 

 

第７章 主な公共施設一覧 
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第８章 美濃加茂市メール配信サービス・防災アプリ 
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〇連絡先 

美濃加茂市役所  ２５－２１１１（代表） 

まちづくり課  ２４－２１１１（代表）内線３６２ 

太田連絡所   ２６－２６２８  古井連絡所  ２５－２０５８ 

山之上連絡所  ２５－２７３９  蜂屋連絡所  ２５－２９０１ 

加茂野連絡所  ２５－２４９３  伊深連絡所  ２９－１３９５ 

三和連絡所   ２９－１００１  下米田連絡所 ２５－２７１４ 
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      美濃加茂市 市民協働部 まちづくり課（自治連合会事務局） 
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